
瀬戸内町農業委員会総会議事録 

 

1.開催日時 令和 5 年 8 月 18 日（金）10 時から 10 時 40 分 

2.開催場所 瀬戸内町役場 4 階委員会室 

3.出席委員 （9 人） 

会長         6 番   吉見 洋和  

1 番  里山 明子 

2 番  久原 美樹 

3 番  崟 俊一郎 

7 番  森 正三郎 

8 番  碩   悟 

9 番  岡野 正郎 

            10 番  永井 利一 

            11 番  川島  博 

 

4.欠席委員 （1 人） 

 

5.議事日程 

第 1 議事録署名委員の指名について 

第 2 会期の決定について 

第 3 議案第 23 号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定について 

第 4 協議会 

（１）行事予定について 

（２）その他 

 

6.農業委員会事務局職員 

   局  長  永井健一郎 

   次 長  川畑 金徳 

   主 事  堀江 美彩 

   会計年度任用職員 大黒 佐江子 

 

 

 

 

 

 

 

7.会議の概要 



事務局 みなさん、おはようございます。定刻より早いですけど、今日出席される方、揃

っていますので、始めたいと思います。それではただいまから第 8 回瀬戸内町農

業委員会総会を開催いたします。 

本日の委員の出席状況でございますが、出席委員は 9 名で、定足数に達してお

り、本日の総会は成立していることを御報告いたします。それでは吉見会長に挨拶

をお願いします。 

議長 【挨 拶】 

事務局 ありがとうございました。ではこれより議事に入ります。瀬戸内町農業委員会会

議規則第 6 条に基づきまして、吉見会長に議長をお願いします。 

議長 これより会議を開きます。日程 1、議事録署名委員の指名をいたしたいと思いま

す。瀬戸内町農業委員会会議規則第 24 条第 2 項に規定する議事録署名委員ですが

議長より指名させていただくことにご異議ありませんか。 

【異議なし】の声が聞こえる 

異議なしと認めます。議席番号第 1 番、里山委員、議席番号 7 番、森委員の 2

名にお願いしたいと思います。 

次に日程 2、会期の決定について。会期を本日の 1 日限りとしたいと思います。

ご異議ありませんか。 

【異議なし】の声が聞こえる 

 異議なしと認めます。よって会期を本日の 1 日間といたします。 

次に日程 3、議案 23 号、農業経営基盤強化促進法による利用権設定についてを

議題といたします。事務局から説明を求めます。 

事務局 それでは議案第 23 号、農業経営基盤強化促進法による利用権設定についてを説

明いたします。資料の 3 ページから 6 ページにてご説明いたします。まず、3 ペー

ジをご覧ください。農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積の利用権設定に

ついて、公告日を令和 5 年 8 月 25 日を予定しております。内容につきましては、

畑 2 件、3 筆で、貸し手 2 人、借り手 2 人、合計面積 4,515 ㎡となっております。

内容の詳細については、4 ページ、5 ページに計画総括表として記載しております

ので、後ほどご覧ください。それでは個々にご説明いたします。資料の 6 ページ

をご覧ください。 

整理番号 22 農地の所在地「大字嘉鉄字里 1088 番」、現況地目「畑」、203 ㎡。

貸し手が〇〇〇〇氏、借り手が〇〇〇〇氏。使用貸借によるもので、対象作物は果

樹で新規によるものです。存続期間は 20 年間となっております。 

整理番号 23 農地の所在地「大字篠川字能佐 80 番 5」、現況地目「畑」、2,173

㎡、同整理番号 23 農地の所在地「大字篠川字能佐 81 番」、現況地目「畑」、

2,139 ㎡、合計面積 4,312 ㎡。貸し手が〇〇〇〇氏、借り手が〇〇〇〇氏、賃貸借

によるもので、対象作物は果樹で生産拡大を図るものです。存続期間は 10 年間と

なっております。 

以上の計画内容は農業経営基盤強化促進法第 18 条第 3 項の各条件に満たしてお

ると考えます。ご審議くださるようお願いします。 

議長 ただいま事務局から説明がありました。この案件についてご質疑はありません

か。 



 

 

【異議なし】の声が聞こえる 

質疑ないようですのでこれより採決を行います。議案第 23 号について賛成の方

は挙手お願いいたします。 

【全員挙手】 

挙手賛成多数であります。議案第 23 号は可決いたしました。 

次に日程 4、報告 14、農地の使用貸借解約通知について、事務局から説明をお

願いします。 

事務局 報告 14 号 1、農地の使用貸借解約通知書について 

土地の表示 

「瀬戸内町大字於斉字摺前 1218 番 2」、「畑」、254 ㎡ 

「瀬戸内町大字於斉字摺前 1220 番」、「畑」、175 ㎡ 

「瀬戸内町大字於斉字摺前 1222 番イ」、「畑」、241 ㎡ 合計 3 筆 670 ㎡ 

貸人：瀬戸内町大字於斉 1799 番地 1 〇〇〇〇氏 

借人：瀬戸内町大字於斉 1883 番地   〇〇〇〇氏 

貸借契約の内容：貸借期間（令和元年 12 月 1 日～令和 11 年 11 月 30 日） 

合意解約の合意が成立した日：令和 5 年 5 月 26 日 

合意による解約をした日：令和 5 年 5 月 26 日 

農地の引渡しの時期：令和 5 年 5 月 31 日 

届出の年月日：令和 5 年 6 月 20 日 

返還する理由：双方合意による解約 

 

報告第 14 号 2 

土地の表示 

「瀬戸内町大字於斉字摺前 1206 番」、「畑」、145 ㎡ 

貸人：瀬戸内町大字於斉 1197 番地 〇〇〇〇氏 

借人：瀬戸内町大字於斉 1883 番地 〇〇〇〇氏 

貸借契約の内容：貸借期間（令和元年 10 月 1 日～令和 11 年 9 月 30 日） 

合意解約の合意が成立した日：令和 5 年 5 月 26 日 

合意による解約をした日：令和 5 年 5 月 26 日 

農地の引渡しの時期：令和 5 年 5 月 31 日 

届出の年月日：令和 5 年 6 月 20 日 

返還する理由：双方合意による解約 以上です。 

議長 ただいま事務局より報告第 14 号の説明がありました。報告については以上で終

了いたします。次に日程 5、協議会に移りたいと思います。事務局の説明を求めま

す。 

協議会 

（１）行事予定について 

（２）その他 

事務局 以上を持ちまして、第 8 回農業委員会総会を終わります。 

一同 礼 



 

本議事録は、事務局職員に記載させたものであるが、相違ないので署名する。 

 

令和 5年 8月 18日 

                    署名委員 

 

署名委員 


